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議 事 次 第 
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２ 議事 

（１）検討事項 イ 災害廃棄物処理計画の更なる実効性向上 

③ 各主体との役割分担の整理について 

④ 各主体との連携強化について 

⑤ 仮置場の考え方の整理について 

⑥ 住民等への啓発・広報について 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）その他 

 

３ 閉会 

 

＜配布資料＞ 

資 料 １ 各主体との役割分担の整理について 

資 料 ２ 各主体との連携強化について 

資 料 ３ 仮置場の考え方の整理について 

資 料 ４ 住民等への啓発・広報について 

資 料 ５ 今後のスケジュール 

 

 

参考資料１ 第１回災害廃棄物処理計画部会での主な意見について 

参考資料２ 第３回災害廃棄物処理計画部会での主な意見について 

参考資料３ 委員等名簿 

参考資料４ 東京都災害廃棄物処理計画（平成２９年６月 東京都） 



≪目的≫
• 平時において、都内の区市町村と一部事務組合等の役割分担を整理することで、円滑な連携を推進し、災害廃棄物

を迅速に処理する。 1

（検討事項３）各主体との役割分担の整理について 資料１

≪背景≫
• 災害廃棄物対策指針では、「平時の廃棄物処理において一部事務組合や広域連合を構成している市区町村において

は、災害時においても一部事務組合や広域連合と連携して災害廃棄物処理に努める。」とされている。
• 都内で通常の家庭から排出される可燃ごみと性状が同じ災害廃棄物を処理するに当たって、各現場の主体・体制等

別に整理した場合、概ね以下の４パターンに大別することができる。いずれのパターンにおいても、一部事務組合
が関係しているため、区市町村と一部事務組合との連携は非常に重要となる。

• 過去の災害では、区市町村と一部事務組合間の連携における課題は、次のとおりとなっている。

参照:令和元年災害廃棄物処理に関する記録誌（その１房総半島台風及び10月25日の大雨）（令和4年3月関東地方環境事務所 資源循環課、千葉県 環境生活部 循環型社会推進課）、平成27年９月関東・東北豪雨により発
生した災害廃棄物処理の記録（平成29年３月環境省関東地方環境事務所、常総市）

≪一部事務組合との連携における課題（災害廃棄物処理の記録誌等から）≫
• 災害時の対応方針について、組合と構成市町間で、平時から協議・調整しておくことが必要
• 災害廃棄物の性状と施設側で受入れ可能な廃棄物の性状とのギャップが大きく、これらの特性についても事
前に十分な協議が必要であったと考えられる（ごみ処理施設の受入条件）

被災現場
（集積所を含む。）

【パターン３】
奥多摩町など

【パターン２】
府中市など

【パターン１】
特別区 運搬

都民

【パターン４】
立川市など

都民
※１ 法人格の異なる一部事務組合

都民

都民

仮置場

市町村

市町村

区

市町村

処理・処分先

一部事務組合Ｂ※１

市町村

一部事務組合Ａ

一部事務組合Ｄ

最終処分

一部事務組合Ｃ※１

一部事務組合Ｃ

都

一部事務組合Ｄ

収集運搬 運搬

運搬

運搬

収集運搬

収集運搬

収集運搬

運搬

運搬

運搬

運搬



区市町村

区市町村 一部事務組合

一部事務組合

区市町村と一部事務組合間での発災前の確認・検討事項（想定）
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段階 事前の確認・検討事項（想定）
実施主体（想定）

区市町村 一部事務組合

被災現場
（集積所を含む） • 処理・処分先に直接搬入する場合の受入条件（種類・性状※） 〇

収集運搬① • 戸別（個別）収集及び集積所から直接搬入する場合の車両の種類・大きさ等の条件 〇

仮置場 • 仮置場での分別区分（被災現場等から処理・処分先にそのまま搬入可能な分別区分※を設定） 〇

運搬② • 仮置場から搬入する場合の車両の種類・大きさ等の条件 〇

処理・処分先 • 受入条件（種類・性状※）や処理可能量の整理等 〇

その他 • 災害等廃棄物補助金の申請 〇

被災現場
（集積所を含む。） 仮置場 処理・処分先 最終処分

運搬収集運搬 運搬②

≪片付けごみ処理の流れ≫

収集運搬①

※片付けごみの場合は、通常、家庭の廃棄物と同様の性状のものに限る。

解体現場 二次仮置場
民間破砕施設 処理・処分先 最終処分

運搬収集運搬 運搬①

段階 事前の確認・検討事項（想定）
実施主体（想定）

区市町村 一部事務組合

二次仮置場
民間破砕施設 • 処理・処分先の受入条件（種類・性状（参考:受入基準の整理））にあった中間処理の実施 〇

運搬① • 二次仮置場等から搬入車両の種類・大きさ等の条件 〇

処理・処分先 • 受入条件（種類・性状（参考:受入基準の整理））や処理可能量の整理等 〇

その他 • 災害等廃棄物補助金の申請 〇

≪解体廃棄物処理の流れ≫

確認・検討が必要な部分

確認・検討が必要な部分



区市町村と一部事務組合の役割分担の整理

段階 取組事項等

平常時

災害廃棄物を合同で処理するための組織体制の構築
• 区市町村と一部事務組合で災害時の対応方法について協議する組織体制（構成区市町村及び一部事務組合で組織）を整備
• 合同処理本部の立ち上げ条件や本部⾧等について検討
災害廃棄物を合同で処理するためのマニュアル等の整理
• 一部事務組合の受入条件（種類・性状（前処理含む。））や処理可能量の整理及び民間事業者の活用方法など

災害時

災害廃棄物を合同で処理するための組織体制の立ち上げ
• 災害時の対応方法について協議
受け入れに当たっての差配等
• 平時の家庭ごみを処理しながら、災害廃棄物を処理するため、構成区市町村ごとの受入量を調整
• 受入条件（種類・性状（前処理含む。））に合わないものや、処理可能量を超過する場合、民間事業者の活用を協議
情報共有
• 各区市町村の災害対策本部及び関係部局、協定締結事業者等と情報共有

仮置場 最終処分処理・処分先被災現場

都民 区市町村

一部事務組合 一部事務組合

最終処分処理・処分先

民間事業者等 民間事業者等

平常時に、区市町村と一部事務組合の間で、災害廃棄物を合同で処
理するための組織を立ち上げ、受け入れ可能な災害廃棄物について
種類・性状や処理可能量等を整理するとともに、受け入れ不可な災
害廃棄物について、民間事業者に協力を依頼するルートなどを整理
する必要があるのではないか。

≪区市町村と一部事務組合で整理する事項≫

構成メンバー

オブザーバー※

災害廃棄物合同処理本部
（構成区市町村及び一部事務組合で災害廃棄物を合同で処理するための組織）

東京都

協定締結先

〇〇〇市〇〇課

△ △ △市〇〇課

〇〇衛生組合

※都内の被害状況等に応じて、参加の可否について判断
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災害廃棄物を合同で処理するための組織体制の例



出典:大島町災害廃棄物処理事業記録（平成23年3月）大島町、東
京都、公益財団法人東京都環境公社 より引用し一部改変
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（参考）受入基準の整理（台風26号（伊豆大島土石流災害）時の事例）

種類 受入物 受入基準

可燃性廃棄物（木くず等） 木くず、廃プラスチック、繊維くず等の可燃性廃棄物 災害廃棄物の受入種類（表－１）及び災害廃棄物の
形状・寸法の受入基準（表－２）による

分類 種類 受入可否 備考

可
燃
性
廃
棄
物

厨芥 × ⾧距離の搬送（本土輸送のため）における、腐食、悪臭の発生があるため

紙くず ○ 紙くずと繊維くずを合わせて可燃性廃棄物全体の混入率概ね６％（湿ベース）以内

木くず ○

繊維くず ○ 紙くずと繊維くずを合わせて可燃性廃棄物全体の混入率概ね6％（湿ベース）以内

廃プラスチック ○ 可燃性廃棄物全体の混入率１４%（湿ベース）以内

形状・寸法

柱・棒状 ⾧さ５０cm以下、角・径１０cm以下

板状 一辺の⾧さ５０cm以下

箱形 対角線の⾧さ５０cm以下

畳 ４５cm以下（一部工場は３６㎝以下、一辺５０㎝以下あり）

解体廃棄物等の東京都災害廃棄物受入基準[可燃性廃棄物（木くず等）]（通常の家庭から排出される可燃ごみと性状が異なる災害廃棄物の場合）

１ 災害廃棄物の受入物及び受入基準

表－１ 災害廃棄物の受入種類

表－２ 災害廃棄物の形状・寸法の受入基準

※東京二十三区清掃一部事務組合の処理施設における搬入処理可能な廃棄物の形状・寸法等を
参照のこと。

２ 受入禁止物
ふん尿、動物の死体、特別管理廃棄物に指
定されている物、有害性の物（アスベスト
含有物）、爆発性のある物、火災発生の原
因となるおそれのある物等危険性のある物、
液状の物、粉末状又は顆粒状で飛散するお
それのある物、焼却に適さない物、その他
処理施設の管理運営に支障を来たす恐れの
ある物及び産業廃棄物



検索・整理条件等
• １つの主体のうち、項目に対応する協定先が複数の場合は、１件と見なす。また、民間事業者との

協定を整理。
• 令和４年１１月末時点までにＨＰ等で公表されている災害廃棄物処理計画、地域防災計画から集計。
• 各自治体の災害廃棄物処理計画に記載のある協定を掲載した上で、地域防災計画から各協定に関す

る情報を補強。
• 災害廃棄物処理計画に記載がない自治体は、地域防災計画から情報を補強。
• 地域防災計画における検索キーワードは、各自治体の環境部局名又は各項目（例:災害廃棄物の撤

去・運搬、し尿の収集運搬等）。
• 担当部局が分かる自治体は、環境部局以外と判明した協定はキーワードに合っていても除外。ただ

し、被災建築物の解体は、環境部局以外の場合でも掲載。担当部局が不明の自治体はヒットしたも
のを掲載。
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（検討事項４）民間事業者との連携強化について 資料２

≪背景≫
• 災害廃棄物対策指針では、「過去の災害廃棄物処理事

例では、一般廃棄物処理事業者団体、産業廃棄物処理
事業者団体、建設事業者団体、解体事業者団体等の民
間事業者団体が災害廃棄物処理に果たす役割が大き
かったことを踏まえ、地方公共団体は平時から災害支
援協定を締結することなどを検討する。」としている。

• また、民間事業者との連携については、「都道府県が
民間事業者団体と一括して協定を締結し、市区町村等
はその協定を活用することも考えられる。」ともある。

• 過去の災害の教訓として、民間事業者等と災害時の協
定を締結していたものの、業務内容等を決めておらず、
発災後に協議を開始したため、初動期の対応に遅れが
生じたことが言及されている。

• 現在、東京都環境局が一般社団法人東京都産業資源循
環協会と締結している災害廃棄物の処理等の協力（撤
去、収集・運搬、処理・処分、仮置場の監理）の協定
に基づき、一部の地域においては実効性を高める連携
がある。また、道府県の中では、先述の内容以外につ
いても協定を締結している自治体もある。

≪目的≫
• 既存協定先との実効性向上を図り、災害時に円滑に協

定が活用できるように備える。
• 都が区市町村の災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を支

援するに当たって必要となる資機材等を確保するため
に、民間事業者の連携を強化する。

主体 協定先
項目

災害廃棄
物の撤去、
運搬

し尿等の
収集運搬

被災建築物
の解体、撤
去、運搬

一般廃棄物
の収集運
搬・処理

道府県
N＝46

団体等
※１

産廃 46 1 4 3

一廃 9 30 2 13

建設 4 0 4 0

解体 3 0 9 0

その他 3 1 0 0

個社 ― 2 1 0 1

区部
N=23

２３区一体
で締結 〇 〇 × ×

団体等
※１ ― 1 7 2 0

個社 ― 0 5 1 0

多摩
N＝30

団体等
※

― 13 6 0 2

個社 ― 3 7 0 0

道府県及び都内自治体の協定の締結状況等

※１社以上が参加した協定は、団体等に計上



民間事業者との連携における課題等について

事項 内容等

被災
現場 連携

•建設業、解体業等が連絡協議会を発足させ、連携して解体等にあたった。
• 被災家屋等の搬出においては、建設業協会、全国都市清掃会議、全国清掃事業連合会の協力により、浸水による被災家屋等
の搬出や自己搬入された可燃ごみ等を焼却処分場へ輸送した。

収集
運搬 連携

• 自然発生的にできてしまった無人の集積所から仮設場への収集運搬は、産業廃棄物処理事業者団体の協力により行った。
•全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議より運搬車両や重機の支援を受けた。
• 災害時の一般廃棄物の収集運搬に関する協定書を活用し、一般廃棄物収集運搬事業者団体より協力を得た。
• 収集支援用の車両が不足していたが、災害時協定により民間事業者から車両を借り上げ、職員が運転した。

一次
仮置場

連携 • 開設初期に鉄板を未設置だったが、非常に運搬効率が悪く、道路も汚していたが、建設業協会との災害協定の利用、リー
ス、もしくは管理委託先へ依頼することにより鉄板を敷設した。

課題 • 民間業者からの支援については、協定の締結だけでは不十分であり、委託単価の事前設定及び平時からの連携体制の構築が
必要である。

二次
仮置場 課題

• 中間処理を行う「二次仮置場」を開設し、当初は仮置場の開設や管理運営を直営で行ったが、随時業者委託に切り替えた。
• 二次仮置場は発災約５か月後に木くずの受入を開始したものの、すべての品目の受け入れを開始したのは発災から８か月が
経過しており、公費解体のピークを若干過ぎての全面供用開始となった。課題として、設計・施工・運営を一括発注するこ
とや、必要最低限の処理設備を備えるなど、より短期間で受入れ開始ができる体制の確保や、早期開設を意識したプロポー
ザルを行うなど検討する必要がある。

処理・
処分先

連携 •産業廃棄物処理事業者団体のほか、環境省中部ブロック広域連携により、他県の事業者と委託契約し最終処分場を確保した。

課題
• 災害廃棄物の処分に関しては、協会との一括契約により、再委託を含めた効率的な処理スキームの検討が必要。協定締結団
体や事業者等と協議は行われたが、個別の対応であったため非効率的であった。様々な業種の業者や団体と、初動期に一堂
に会して協議を行う場があればよかった。

参照:環境省 技術資料【技25-1】令和2年3月改訂、環境省 技術資料【技12】令和5年1月改訂、環境省 技術資料【技2-2-5】平成24年1月改訂、環境省 東日本大震災における災害廃棄物処理概要報告書
(平成28年3月)、令和元年東日本台風災害における災害廃棄物処理の記録（⾧野県）（令和４年３月）、平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録（令和３年３月）、平成30年7月豪雨に伴う広島
市の災害廃棄物処理の記録（令和３年３月）、平成30年7月豪雨に係る災害廃棄物処理の記録（愛媛県）、消防防災の化学 №146 2021（秋季）（⾧野県）、令和元年東日本台風における災害廃棄物処理につい
て（令和3年1月）（⾧野市）、平成30年７月豪雨災害に係る岡山県災害廃棄物処理実行計画（令和元年７月改定）、平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（熊本県）（平成31年３月）、平成27年
９月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録（常総市）（平成29年３月）

災害廃棄物は、各現場で多様な民間事業者と連携しながら処理を進めている。民間事業者との連携強化するに当たって、
各現場における連携事例や課題を整理した（災害廃棄物処理の記録誌等から抜粋）。
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一般的な協定活用の流れ
• 都の協定を活用する場合、災害時に被災自治体からの支援要請に基づき、都を経由して、一般社団法人東京都産

業資源循環協会に支援依頼することになる。
• 処理・処分を除いて、災害発生直後に緊急性が高い、災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び仮置場の監理について

は、対応に時間が掛かることが想定される。

都と民間事業者との連携（既存協定先（一般社団法人東京都産業資源循環協会））

被災自治体 東京都環境局 一般社団法人
東京都産業資源循環協会

支援要請 支援依頼

会員企業
支援実施（具体的な支援内容の調整等）

実効性向上に向けた協定活用の流れ
• 平時に都を通じて、一般社団法人東京都産業資源循環協会に対する要請内容を整理し、区市町村ごとに幹事会社

を定め、平時から具体的な支援内容の調整を行い、連携体制を築くことで、災害時に迅速に支援を受けることが
可能となると考えられる。

区市町村 東京都環境局 一般社団法人
東京都産業資源循環協会

支援要請の
事前依頼

幹事会社の
選定等の依頼

区市町村ごとの
幹事会社の選定

災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び仮置場の監理
について具体的な支援内容の調整等

災害発生時は本ルートを活用

回答 回答

都が一般社団法人東京都産業資源循環協会と締結している協定の実効性を向上させるための方策を検討した（区市町
村が本協定を活用して一般社団法人東京都産業資源循環協会から支援を受ける場合）。
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都と民間事業者との連携（片付けごみ、し尿）
片付けごみ
• 片付けごみの迅速な処理を進めるには、住民等が片付けを始める前までに、被災現場から、仮置場、処理処分先まで

に必要となる資機材等の確保が必要と考えられる。
• スピード感を持った対応が求められるため、都が締結済みの協定の実効性を向上させるとともに、収集運搬車両や資

機材等の不足に備え、建設業協会や一般廃棄物処理事業者団体等多様な主体との連携の検討が必要ではないか。

被災現場
（集積所を含む。） 仮置場 処理・処分先

※各段階で、オペレーターや作業員の確保が必要
収集運搬（個別収集の場合）
• 収集運搬車両（パッカー車、ダンプトラック・アームロー

ル車（２t,４t,１０t等）等）

収集運搬等
• 収集運搬車両（パッカー車、ダンプ

トラック・アームロール車（２t,４t,
１０t等）等）

• 重機（小型等）等

設置・整備
• 資機材（敷鉄板、仮囲い、

電力等）、重機等
管理・運営
• 重機（大型・中型等）等
環境対策
• 測定器等

処理・処分先
• 公営処理・処分場
• 民間処理・処分場

収集運搬等（集積所・個別収集の場合）
• 収集運搬車両（パッカー車、ダンプト

ラック・アームロール車（２t,４t,１０t
等）等）

• 重機（小型等）等

収集運搬等
• 収集運搬車両（パッカー車、ダ

ンプトラック・アームロール車
（２t,４t,１０t等）等）

• 重機（大型等）等

想定される資機材等
道路脇・自宅前等

への集積

避難所等のし尿
• 避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（平成２８年４月）内閣

府（防災担当）によると、避難者７５人当たり１基の災害用トイレの確保
に努めるとなっている。また、住民が在宅避難することも考えられる。

• 都内の下水道普及率が９９.６％（令和３年度末公益財団法人東京都下水
道協会）であることから、し尿収集車等が不足することも考えられる。

• 片付けごみと同様スピード感を持った対応が求められるため、一般廃棄物
処理事業者団体等との連携の検討が必要ではないか。

避難所等 処理・処分先
収集運搬
• 収集運搬車両
（バキュームカー・ダンプトラック等）

※各段階で、オペレーターや作業員が必要となる。

想定される資機材等
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都と民間事業者との連携（解体廃棄物）

被災現場 仮置場

収集運搬
• 収集運搬車両（ダンプトラック・アームロール車（２t,４t,１０t等）等）

処理・処分先
• 公営処理・処分場
• 民間処理・処分場

収集運搬
• 収集運搬車両（ダンプト
ラック・アームロール車
（２t,４t,１０t等）等）

収集運搬
• 収集運搬車両（ダンプト

ラック・アームロール車
（２t,４t,１０t等）等）

• 重機（大型等）等

損壊家屋の解体
• 重機等

処理・処分先

※各段階で、オペレーターや作業員が必要となる。

損壊家屋（解体廃棄物）
• これまでに発生した大規模災害においては、計画的かつ

迅速に解体事業を進めて行く際に、対応可能な事業者を
具体的に把握し、効率的な発注体制を検討の上、体制を
構築することが必要となっている（公費解体を待たずに
被災者が解体工事を発注する場合の費用償還に関する手
続（自費解体）の周知が必要）。

• また、公費解体等により膨大な災害廃棄物が発生するこ
とが予想される場合は、被災自治体より都が事務を受託
し、破砕選別等の処理を行う二次仮置場を設置して処理
を行うことがある。（二次仮置場を開設する際は、整
備・運営に係る主な発注業務として、設計委託、基盤整
備工事、処理運営委託が必要）

• そのため、解体工事協会、建設業協会及び包括的に対応
可能なゼネコン等との連携の検討が必要ではないか。
（災害の規模等により協力先を判断）
想定される資機材等

パターン メリット デメリット

解体案件ごとに個別発注 解体案件に応じた発注が
可能。

件数が多いと発注業務に時
間を要する。

解体事業者と単価契約し
実績払い

単価契約をもとに解体を
発注するため、早期に発
注可能。

解体件数が多くなった場合、
解体事業者の実施能力と実
施状況の把握が困難。

解体工事協会に解体の発
注・管理業務等を委託

協会が把握している事業
者の情報をもとに、より
効率的な工事発注が可能。

施行体制の把握が十分でな
い事例が生じる可能性があ
る。

種類 主な業務内容 発注（契約）方法

設計委託 基本設計、図面・数量作成等 随意契約（見積合わせ）※緊急
の必要があるため基盤整備工事 場内の整地、舗装等

処理運営委託 処理施設等の設置、運営・管
理等

単独随意契約※プロポーザルで
契約の相手方が特定したため

＜二次仮置場整備・運営に係る主な発注業務＞

＜公費解体の発注パターン＞

参考:平成２８年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（平成３１年３月熊本県）から作成

設置・整備
• 資機材（敷鉄板、仮囲い、

電力等）、重機等
管理・運営
• 重機（大型・中型等）等
環境対策
• 測定器等
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≪目的≫
• 迅速な災害廃棄物の処理に向けて、都内で限られたオープンスペースを効率よく活用するために、災害廃棄物の搬

入から搬出までのサイクルの効率化を図る。

（検討事項５）仮置場の考え方の整理について 資料３

≪背景≫
• 災害廃棄物対策指針技術資料 技１８－２では、仮置

場の必要面積の算定方法として、２通りの方法が示さ
れている。

• 都においては、オープンスペースが限られていること
から、災害廃棄物を全量仮置きすることは現実的では
ないため、仮置場からの搬出を考慮した方法２で実施
する必要がある。

• また、最近の知見では、方法２の場合、方法１に比べ
て少ない仮置場面積で対応できたと言われている。

• 仮置場の設置の遅れや必要面積の確保ができない場合、
混廃化したごみなどが市中の地区集積所などで溢れる
こととなり、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障と
なるだけでなく、災害廃棄物の処理の遅れを招くこと
になる。

【方法１】
最大で必要となる面積（発生した災害廃棄物の全量
を仮置きできる面積）の算定方法
【方法２】
処理期間を通して一定の割合で災害廃棄物の処理が
続くことを前提とした算定方法

面積
（㎡）

発生量
あたり面積
（㎡/ｔ）

面積
(㎡)

発生量
あたり面積
（㎡/ｔ）

面積
(㎡)

発生量
あたり面積
（㎡/ｔ）

熊本市 地震 1,508,135 6 136,400 0.09 720,969 0.48 480,646 0.32
益城町（事務委託） 地震 328,752 1 18,685 0.06 180,216 0.55 120,144 0.37
西原町（事務委託） 地震 101,000 1 27,378 0.27 54,642 0.54 36,428 0.36
南阿蘇村（事務委託） 地震 72,000 8 35,224 0.49 35,671 0.50 23,780 0.33
厚真町 地震 22,750 2 14,540 0.64 8,273 0.36 3,102 0.14
安平町 地震 17,435 1 9,300 0.53 10,778 0.62 3,751 0.22
札幌市 地震 17,357 0 0 0.00 14,809 0.85 5,554 0.32
倉敷市（事務委託） 水害 343,172 12 151,900 0.44 205,118 0.60 102,559 0.30
栃木市 水害 41,193 8 71,698 1.74 17,500 0.42 8,750 0.21
宇和島市 水害 31,313 10 35,700 1.14 22,300 0.71 9,182 0.29
総社市（事務委託） 水害 30,633 3 52,000 1.70 20,059 0.65 8,259 0.27
佐野市 水害 13,201 4 53,518 4.05 7,987 0.61 1,843 0.14
南房総市 風水害 21,448 3 8,100 0.38 12,039 0.56 4,013 0.19
館山市 風水害 17,154 1 10,300 0.60 10,980 0.64 3,660 0.21
君津市 風水害 8,135 5 14,300 1.76 1,818 0.22 606 0.07
鋸南町 風水害 7,719 4 33,200 4.30 4,711 0.61 1,570 0.20
千葉市 風水害 3,159 6 15,550 4.92 1,726 0.55 785 0.25

方法２面積

自治体名
災害
種別

発生量
（ｔ）

設置
数

実績面積 方法１面積

環境省関東地方環境事務所からの提供情報を一部改変

仮置場必要面積の例
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項目 取組事項等 連携先・調整先（想定）

収集
運搬

• 災害廃棄物の発生量推計を行い、必要となる車両数、最大積載可能な車種、効率的なルート等を
確保する。

• 被災現場から処理・処分先へ搬入できるものは直接搬入する。
• 平時の収集運搬に係る直営及び委託業者
• 民間事業者

集積所 • 集積所を設置する場合は、面積を考慮し、必要に応じて搬入品目を絞るなどして作業スペースを
確保するとともに、処理・処分先の受入基準に合わせて集積・分別等を行う一次仮置場を確保する。

• 自治会、町内会
• マンション管理組合等

仮置場
• 仮置場候補地の現地確認を行った上で、開設に必要な資機材、仮置場内の効率的な動線の確保及
び設備機器等の適切なレイアウトをあらかじめ検討する。発災時には、即座に仮置場を開設する。

• 仮置場等については、台貫等による重量管理等を行った上で、共同での設置も検討する。

• 民間事業者（設置・運営等）
• 一部事務組合、民間事業者（処理先の受
入基準等）

処理・
処分先

• 被災現場から処理・処分先へ搬入できるものは直接搬入する（再掲）。
• 処理・処分先については、災害廃棄物の種類ごとの処理フローを作成する。
• あらかじめ一部事務組合等と受入条件や受入能力等について協議し、民間事業者の活用方法を検
討する（参照:検討事項３、４）。

• 自区域内の処理施設管理者
• 各地域（区部、多摩）の他自治体及び一
部事務組の処理施設管理者

• 民間事業者
• 都

体制
• 災害廃棄物の処理に当たって必要となる業務を整理し、組織体制（廃棄物部局外とも調整）を構
築する。

• 発災時は、あらかじめ整理した組織体制を整える。

• 廃棄物処理部局内外
• 都内他自治体
• 都外他自治体

広報 • あらかじめ整理した広報様式・手段等を活用して、迅速に各主体に情報を伝達する（参照:検討
事項６）。

• 災害対策本部
• 社会福祉部局（ボランティアセンター）11

収集運搬（個別収集の場合）被災現場 仮置場 処理・処分先

道路脇・自宅前等への集積

運搬

収集運搬

車両要素
• 最大積載量
• 積載率
• 車両数
• 車両速度
• 積み込み、荷下ろし時間
• 日最大運搬可能時間

仮置場要素
• 最大集積量

車両要素
• 最大積載量
• 品目別積載率
• 車両数
• 車両速度
• 積み込み、荷下ろし時間
• 日最大運搬可能時間

仮置場、処理・処分要素
• 品目別日分別量
• 品目別日最大処理量
• 搬出遅れ

出典:仮置場の確保面積と収集運搬効率からみた災害廃棄物目標処理期間の検討
（第２９回廃棄物資源循環学会研究発表会 講演原稿２０１８）から引用し一部改変

仮置場を中心にした災害廃棄物処理フロー
災害廃棄物を迅速に処理するためには、確保できた仮置場等を効率的に活用していくことが求められる。そのためには、災害廃棄物の搬入
から搬出までのサイクルを効率化することが必要であり、収集運搬及び処理処分先の早急な確保が必要となるのではないか。

集積所 収集運搬



（検討事項６）住民等への啓発・広報について 資料４

≪背景≫
• 災害廃棄物対策指針では、「災害廃棄物を適正に処理する上で、住民や事業者の理解は欠かせないものであり、平

時の分別意識が災害時にも活きてくる。このため市区町村は、次の事項について住民の理解を得るよう日頃から啓
発等を継続的に実施する。」とされている。

• また、令和３年度の防災白書によると、令和２年７月豪雨では、熊本県他６県において、社会福祉協議会による２
８の災害ボランティアセンターが立ち上げられ、累計約４万８千人のボランティアが、主に家屋内からの泥出し、
家具の片づけ等の作業や見守り活動等（高齢者・障害者等の見守りなど）活動を行った（令和３年４月１５日現
在）と言われている。

• 住民・ボランティアの広報・啓発としては、次の課題として上げられている。

≪目的≫
• 平時から、災害時に必要となる情報や伝達すべき主体を整理し、分かり易い内容と効果的な手段等を検討しておく

ことで、発災時に都民・ボランティア等による災害廃棄物の分別及び仮置場（集積所を含む。）への排出の協力が
スムーズに進み、初動期の混乱を最小限にとどめること。

災害名 課題・反省点

平成２８年熊本地震
• 防災行政無線、ホームページにて住民に対し分別の情報発信をおこなったが、片付けごみは分別が行われ
ず、混合状態となった。

• 廃棄物担当部署の職員の多くは市民からの電話対応や避難所運営・物資運送業務等に追われ、車両の割り
振り等を行う職員が不足した。

平成３０年７月豪雨
• 分別区分の表記が家庭ごみの分別区分と違い、住民には分かりにくいという意見が多かった。
• 集積所の活用に関する指示を行うことができず、道路脇等に大量の災害廃棄物が排出された。
• 多くのボランティアの方々からごみ出しのご支援をいただいたが、初動期には分別方法や仮置場等の情
報共有ができていなかった。

令和元年東日本台風 • ＨＰや音声放送で周知したが伝わりきらないこともあった。他市町村からのごみの搬入も見受けられた。

参照:平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（熊本市）、平成30年月豪雨に係る災害廃棄物処理の記録（愛媛県）、平成30年7月豪雨に伴う倉敷市の災害廃棄物処理の記録、令和元年東
日本台風災害における災害廃棄物処理の記録（⾧野県）、平成30年7月豪雨に伴う広島市の災害廃棄物処理録

≪過去の災害における課題・反省点≫

12



13

住民やボランティアの片付けにおける意識等
被災時の片付けにおける意識等
被災した住民の方々（災害廃棄物を出したことのある方）を対
象にした調査によると、
•「災害後、破損した家財等（生活ごみ以外）を出すのに困った
点（複数回答可）」を尋ねた結果、「家の中で大きな家財等を
動かすこと」に次いで、「どのように分別するかわからなかっ
たこと」や「ある程度、分別しなければならなかったこと」と
答えた人が多かった。

•「災害後処分した家財等について、家から出す際の心境に最も
近かったもの（一つ）」を尋ねた結果、「できるだけ分別しよ
うと思った」と答えた人が合計65%となったが、そのうちの
半分以上（全体の35%）は「平時の分別区分に従うこと」を
目指していた。

参照:災害廃棄物処理に関する被災者の意識や行動に関する調査（第29回廃棄物資源
循環学会研究発表会 講演原稿2018）

破損した家財等を出すのに困った点（%）

家財等の処分時の心境（%）
ボランティア参加者の「災害発生後のごみの区分」への認識
近年発生した激甚災害の災害ボランティアに参加した方を対象
としたアンケート調査によると、
• 「災害発生後のごみの区分」の精度についてでは、正しく分

別区分を認識していた割合は３割程度であった。
• 一方で、「ボランティアが被災地で実際に行ったごみの分別

方法について」では、正しい行動が５割を超えているものの、
誤った行動をしているボランティアも４割を超える数だった。

参照:災害廃棄物の排出に関わるボランティアの情報源・実行動調査（第30回廃棄物
資源循環学会研究発表会 講演原稿2019）

発災直後のごみ区分
の認識について

ボランティアが実際に行ってい
たごみ分別行動について



【都での備え】

発災前 • 広報の雛形例や地域での話し合いの場の創出などの事例を区市町村に提供

発災後
• 災害の規模等を考慮の上、必要に応じて、都内全域に係る事項（各区市町村の災害廃棄物処理の進捗状況等）につい
て広報を実施

• 必要に応じて、広報の雛形例の周知や他自治体の広報内容等を情報共有 14

広報における方向性

【個人・地域での備え】

発災前

• 災害廃棄物への理解を深めるために、行政が発信する広報誌等の確認・保管、地域での話し合いの場の創出・参加
• 災害廃棄物の発生量を少なくするための対策
 震災対策として家屋の耐震化や家具の転倒防止措置等
 水害対策として小型家電等を強固な高い場所（例:戸建ての場合２階以上）で保管等

• 平時から退蔵品等の処分の実施

発災後 • 自治体からの広報に従い、災害廃棄物を分別した上で、適切な場所に排出
• 地域に設置された集積所等の適切な管理や、災害廃棄物の分別や搬出の助け合い

【区市町村等での備え】

発災前

• 発災後に迅速な広報を行うために、広報の雛形を整理（平時には排出されないものへの対応も検討） 資料１
• 災害時に情報伝達の漏れをなくすことや迅速な情報共有を行うために、平時から伝達主体・手段及びルートを整理し、
顔の見える関係を構築 資料２

• 災害廃棄物に関する最新の情報を掲示する場所をあらかじめ周知するとともに、予見できる災害の場合は、発災前か
ら事前・準備広報を実施 資料３

• 住民の理解と協力を得るために、災害廃棄物に関する広報誌等の発行やワークショップの実施等で啓発（防災部局の
冊子、広報誌等の中に災害廃棄物も盛り込むことも検討） 資料４

発災後 • 災害廃棄物が排出されるタイミングまでに、被災現場に対して広報を実施
• 情報の鮮度と正確性に留意し、複数の手段で広報を展開

災害廃棄物の排出・分別方法について、平時から住民等への啓発を通じて理解を得るとともに、災害時には情報の伝
達が必要となる主体に効果的な手法・分かり易い内容で広報を行うことが必要なのではないか。
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（資料１）広報における記載事項の整理
発災前から地域特性に応じた広報のひな形を整理する（仮置場の場合の参考例）。

参照:環境省関東地方環境事務所HPより引用し一部改変

作成のポイント

• 被災者への配慮の視点

• 発行日（仮置場の場所が変更となる場合があるため）

• 災害廃棄物の収集方法（個別収集やステーション回収、仮置場への
搬入等）
※排出すべき場所を提示し、それ以外は認められないとする旨を
明確にする。

• 作業時の安全の確保への注意喚起、危険物の取り扱い及び優先回収
物の設定等

• 基本事項の記載（災害時のごみを対象としている旨や厨芥類の取り
扱い等。特に、冷蔵庫の中身等の腐敗物と、不燃ごみに混ざる危険
物・有害物は、初期の段階に排出されるため、取り扱いを明記。）

• 仮置場で分別しておろすことがわかる記載

• 排出場所、排出可能期間と時間、排出方法及び最新情報の入手方法

• 便乗ごみへの対策

• 分別の必要性、分別方法（排出の荷姿等）、分別の種類 （各地域
によりごみの呼び方が異なる可能性があるため、イラスト等で分か
り易く記載）

• 仮置場案内図及び仮置場分別配置図
※集積所の場合は、面積を考慮し、必要に応じて搬入品目を絞る
などして、適切な分別配置図を検討する。

• ゴミ出しが困難な高齢者等のへの支援方法

• 災害廃棄物に関する問合せ先

• その他、外国人が多い地域等では、外国人向け広報資料も必要に応
じて作成

15



16

（資料２）情報伝達主体・手段及びルートの整理

区市町村
災害廃棄物対策本部

区市町村
災害対策本部

被災住民・ボランティア

ボランティア
センター

（社会福祉協議会）

自治会・
町内会避難所 報道機関

東京都環境局
災害廃棄物対策本部

環境省

ＴＶ
ラジオ

災害ＦＭ
新聞

ホームページ
ＳＮＳ

広報誌等

チラシ
広報誌
掲示

回覧板

チラシ
広報誌
掲示

施設・館内放送
職員対応

コール
センター

防災行政無線
広報車等

プレス

チラシ
広報誌
掲示

都内全域に係る事
項等をホームペー
ジ、ＳＮＳ、広報
誌、プレス等で発
信

出典:災害廃棄物対策における広報の重要性について（令和元年度大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会（ 第２回））から引用し一部改変

混乱を防ぐため情報の一元化複数の自治体が被災した際に、
都民の混乱を防ぐため、他自治

体の広報内容等を情報共有

仮置場
集積場

現場掲示
現場配布

災害時に情報伝達の漏れをなくすことや迅速な情報共有を行うために、平時から伝達すべき主体と伝達手段及びルー
トを整理する（事業者への排出方法の伝達も検討）。
参考例（※各自治体の地域特性や組織体制を考慮し、適切な主体・ルートの構築、効果的な手段をあらかじめ検討）



• 近年は、多くの災害ボランティアが被災地に
駆け付け、復旧・復興のための様々な活動に
大きな役割を果たしている。

• 区市町村は、発災時に、災害ボランティアセ
ンターを通じて、ボランティアに必要な情報
を確実に伝達する必要がある。

• そのために、平時から、ボランティア団体等
へ正確な情報の周知・広報の内容や連携方法
をすり合わせ、顔の見える関係を築いておく
ことが重要である。

• なお、災害ボランティアは、被災者のニー
ズに沿って活動を行うものであり、自由意思
に基づく活動なので、無償の労働力と解釈し
ないよう注意が必要である。

調整・確認事項例
• 調整窓口
• 伝達情報
• 伝達様式、手段
• 支援活動
（災害廃棄物対策指針改定版技術資料技１２より）
 一般家庭の敷地内に散乱した廃棄物の搬出
 浸水家屋の床下の泥だし
 家屋内の被災した家財の搬出
 貴重品や思い出の品等の整理・清掃

連携方法例
• 合同の防災訓練や勉強会等の実施
• 定例の会合への参加 17

（資料２）ボランティアへの情報伝達手段及びルート等の整理

出典:災害時ボランティア東京都生活文化スポーツ局ＨＰから
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（資料２）災害時の主な広報の手段

手段 特徴 留意点
参考※

情報量 速報性 伝達力

• 防災行政無線（防災テレフォンサー
ビス）、広報車 • 即時性がある。

• 聞き取りにくい地域がある。
• 情報量が少ない。
• 隣接地域の情報と錯綜して、不適切に排

出される場合がある。
少ない 〇 〇

• 行政ホームページ • 即時性がある。
• ２４時間情報を直接入手でき

る。
• 域外避難者へ情報が届く。

• 利用者が限定される。
• アクセスされないと情報が届かない。

多い 〇

• ＳＮＳ 制限あり 〇

• 広報誌 • 様々な生活情報と合わせて広
く提供できる。

• 作成に手間がかかる。
• 定期広報誌は発行頻度が限られる。

多い 〇
• 広報誌号外 多い 〇
• 避難所・ごみステーション・掲示板

に貼紙
• 住民の目に留まりやすい。
• 情報の共有に適する。

• ひと目で理解できる記載が必要。
• 自治会等の同意が必要。 多い 〇

• チラシを戸別配布、新聞折り込み、
公共施設やコンビニ等に設置

• チラシを仮置場、ボランティアセン
ターで配布

• 住民の目に留まりやすい。
• 情報の共有に適する。

• ひと目で理解できる記載が必要。
• 自治会等の同意が必要。
• 戸別配布は手間がかかる。

多い 〇

• 新聞、テレビテロップ、ラジオ（災
害ＦＭ含む。）

• 比較的広範囲に一斉に周知で
きる。 • 他の情報に埋もれる場合がある。 制限あり 〇 〇

• 自治会・町内会等への説明会
• 質疑によって参加者の関心事

項も把握できる。
• 地域の高齢者・要配慮者への

声掛けになる。

• 告知が適切でない場合、参加者が得られ
ない。

• 正確な情報提供が必要となる。
多い 〇

• コールセンター（専用電話回線）
• 相談窓口・電話

• り災証証明や公費解体申請等
の一定の内容で多数の問合せ
が想定される場合に適する。

• 窓口対応者用のマニュアルを用意する。
• 適切な体制が必要となる。
• 費用がかかる。

多い 〇

※事前の準備状況や方法等により、情報量、速報性、伝達力は変更することに留意が必要である。
第４１回全国都市清掃研究・事例発表会「災害廃棄物の広報手段の検討と広報戦略の提案」から引用し一部改変

様々な手段で広報を行うことが望ましいが、情報提供のタイミングや情報の鮮度を適切に管理することが必要



出典:市民版 災害廃棄物処理ハンドブック（倉敷市）
倉敷市災害廃棄物処理計画（令和３年３月）（Ｐ３７） 19

（資料３）災害廃棄物に関する事前・準備広報

出典:災害時のごみの排出、分別の心構え
から一部抜粋（八王子市）

平時から災害廃棄物の排出方法などに関する情報を周知するとともに、情報入手場所等について記載
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（資料４）災害廃棄物に関する普及啓発

出典:自主防災ふちゅう第10号（令和5年2月発行）
から一部抜粋（府中市） 出典:「災害ごみ」市民ワークショップ（国立市）

災害廃棄物の啓発を通して住民の意識を高めることとともに、地域における共助の取組を進めることが必要
啓発におけるポイント例（参照:災害廃棄物に対する市民の行動促進に向けた戦略を引用し一部改変）
• 自治会や市民団体と協働（自治会に対する出前講座の活用や防災、環境分野の活動をしている市民団体に対する市民参加型

イベントの開催など）
• 既存の市民向けイベントを活用（既存の環境関連、防災関連のイベント等において災害廃棄物の展示などを実施）
• 被災経験を最大限に生かす（過去の災害事例などを広報に取り入れ）



スケジュールについて（予定）

部会 拡大
部会 主な議題等

東京都廃棄物審議会総会（第２７回）（諮問）

第１回
12月22日

• 東京都廃棄物審議会災害廃棄物処理計画部会の設置の経緯等
について

• 計画改定において対象とする災害と災害廃棄物について
• 風水害等への対応強化
• 災害廃棄物処理計画の更なる実効性向上
• 今後のスケジュールについて

第２回
1月31日 •【審議事項】風水害等への対応強化

第１回
2月22日

• 拡大部会の設置について
• 計画改定の背景について
• 拡大部会の検討事項等

（風水害等への対応強化）

第３回
3月10日 •【審議事項】災害廃棄物処理計画の更なる実効性向上

第２回
3月29日

• 拡大部会の検討事項
（災害廃棄物処理計画の更なる実効性向上）

第４回
• 計画（中間まとめ案）

東京都廃棄物審議会総会（第２８回）（中間まとめ）（５月中旬）

• パブリックコメント

第５回 • 計画（案）

東京都廃棄物審議会総会（第２９回）（答申）（９月上旬）

新計画策定（９月下旬）

資料５


